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１．工事データの確認に必要な作業の流れ 
受注者が COBRIS にて登録した工事データを工事監督員が確認するタイミングは、受注者が工事施

工計画を作成したとき、途中で施工計画が変更となったとき、施工が完了したとき、となります。こ

のとき各段階で工事監督員がする作業は以下の通りです。 

 
① 工事登録証明書及び再生資源利用[促進]計画書（実施書）の確認 

② 工事データの確認 

③ チェックリストによる確認 

④ （修正がなければ）受注者に対し、工事データに問題がないことを連絡 

⑤ （修正があれば）受注者に対し、工事データの修正を依頼 

 
 

表 １-１ 工事データの確認に必要な作業の流れ 

 受注者 工事監督員 

施
工
計
画
作
成
時
（
施
工
計
画
変
更
時
） 

 

 

 

 

 

施
工
完
了
時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※工事監督員は必ず以上の確認を行ってください。 
 

「工事登録証明書」及び「再生資源利用[促

進]計画書」の提出 
①「工事登録証明書」及び「再生資源利用

[促進]計画書」の確認 

②工事データの確認 

③チェックリストによる確認 

【確認結果】 

問題なし：問題がないことを連絡 

 問題あり：工事データの修正依頼 

【修正依頼あり時】 

①工事データの修正 

②「工事登録証明書」及び「再生資源利用

[促進]計画書」の再提出 

「工事登録証明書」及び「再生資源利用[促

進]実施書」の提出 

【修正依頼あり時】 

①工事データの修正 

②「工事登録証明書」及び「再生資源利用

[促進]実施書」の再提出 

工事監督員は必ず以下の確認を行ってください。 

工事監督員は必ず以下の確認を行ってください。 

①「工事登録証明書」及び「再生資源利用

[促進]実施書」の確認 

②工事データの確認 

③チェックリストによる確認 

【確認結果】 

問題なし：問題がないことを連絡 

 問題あり：工事データの修正依頼 
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２．工事監督員の作業について 
 
２-１．工事登録証明書及び再生資源利用計画書（実施書）確認の要点 

受注者が提出した「工事登録証明書」及び「再生資源利用[促進]計画書（実施書）」を確認するた

めの要点は以下となります。 

なお、その他の注意事項に関しては【別掲資料】を参考にしてください。 

 
■ 工事登録証明書について 
・ 建設業許可番号及び請負会社名に間違いは無いか？ 
・ 調査区分が『計画のみ』となっているか？（施工完了時の確認では調査区分が『計画・実施』

となっているか？） 
※『実施のみ』となっている場合は計画が未登録の状態を示す。 

・ 発注機関等の工事概要に間違いがないか？ 
 
■ 再生資源利用計画書（実施書）について 
【表面】 

・ 右上の工事 IDが工事登録証明書の右上に記された工事 IDと一致するか？ 

・ 様式名に誤りがないか？ 

＜施工計画作成時＞ 

様式１・イ 再生資源利用計画書 －建設資材搬入工事用－ －「建設リサイクルガイドラ

イン」、「建設リサイクル法第 11条通知別表」対応版－ 

＜施工完了時＞ 

様式１ 再生資源利用実施書 －建設資材搬入工事用－ －「建設リサイクルガイドライン」、

「建設リサイクル法第 18条再資源化報告」、「H24建設副産物実態調査」対応版－ 

・ １．工事概要の横は計画書の場合、『計画』となっているか？（実施書の場合、『実施』となっ

ているか？） 

・ 工事概要、建設資材利用計画（実施）の内容に問題はないか？ 

【裏面】 

・ 右上の工事 IDが工事登録証明書の右上に記された工事 IDと一致するか？ 

・ 様式名に誤りがないか？ 

＜施工計画作成時＞ 

様式２・ロ 再生資源利用促進計画書 －建設副産物搬出工事用－ 

＜施工完了時＞ 

様式２ 再生資源利用促進実施書 －建設副産物搬出工事用－ 

・ 建設副産物搬出計画（実施）の内容に問題はないか？ 
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（１） 工事登録証明書の確認要点 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ２-１ 工事登録証明書確認の要点 

 
【①】 
・ 「建設許可番号」に間違いがないか？ 
・ 「請負会社名」に間違いがないか？ 
 

【②】 
・ 「調査区分」に間違いがないか？ 

＜施工計画作成時＞ 
調査区分：計画のみ 

＜施工完了時＞ 
調査区分：計画・実施 
※ 「実施のみ」は計画が未登録を意味しています。 

・ 発注機関等、「工事概要」に間違いがないか？ 
 
 
 
 
 

① 

② 
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（２） 再生資源利用[促進]計画書（実施書）の確認要点

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ２-２ 再生資源利用計画書（実施書）確認の要点（表面） 
 

【①】 

・ 「工事 ID」が「工事登録証明書」と一致

するか？ 

【②】 

・ 様式名に間違いがないか？ 

＜施工計画作成時＞ 

様式１・イ 再生資源利用計画書 －建設資材

搬入工事用－ －「建設リサイクルガイドライ

ン」、「建設リサイクル法第 11 条通知別表」対

応版－ 

＜施工完了時＞ 

様式１ 再生資源利用実施書 －建設資材搬

入工事用－ －「建設リサイクルガイドライ

ン」、「建設リサイクル法第 18 条再資源化報

告」、「H24建設副産物実態調査」対応版－ 

【③】 

・ 「工事概要」に間違いがないか？ 

【④】 

・ 「建設資材利用計画（実施）」の内容に間

違いがないか？ 

  ■ 施工計画作成時 

     ２．建設資材利用計画 

  ■ 施工完了時 

     ２．建設資材利用実施 

① 
② 

③ 

④ 
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図 ２-３ 再生資源利用促進計画書（実施書）確認の要点（裏面） 

【①】 

・ 「工事 ID」が「工事登録証明書」と一致

するか？ 

【②】 

・ 様式名に間違いがないか？ 

＜施工計画作成時＞ 

様式２・ロ 再生資源利用促進計画書 －建設

副産物搬出工事用－ 

＜施工完了時＞ 

様式２ 再生資源利用促進実施書 －建設副

産物搬出工事用－ 

【③】 

・ 「建設資材利用計画（実施）」の内容に間

違いがないか？ 

  ■ 施工計画作成時 

     ２．建設副産物搬出計画 

  ■ 施工完了時 

     ２．建設副産物搬出実施 

① 
② 

③ 
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２-２．工事データの確認手順及び要点 

受注者が COBRIS に登録した工事データを工事監督員が確認する場合は、COBRIS の工事・文字検索機

能を利用して受注者が登録した工事データを確認します。特に、以下の表に記す建設発生木材、建設汚

泥、建設発生土に関する確認事項は必ずチェックしてください。 

なお、その他の注意事項に関しては【別掲資料】を参考にしてください。 

※ 工事データの確認手順については 8ページの「図 ２-４ 工事データの確認手順」を確認してく

ださい。 

 

表 ２-１ 建設発生木材、建設汚泥、建設発生土に関する確認事項 

種類 No 項目 留意事項と確認事項 

建
設
発
生
木
材
、
建
設
汚
泥
、
建
設
発
生
土
に
関
す
る
確
認
事
項 

1 建設副産物の「建設汚泥」の現場内利用 

 

《用途の欄》  

現場内利用の対象がある場合は、入力されていること。（事例

は少ないので本当に該当するかよく確認すること） 

○ 回収泥水に添加剤を加えシールド工等の裏込材として自

ら利用（現場内利用）した場合は『裏込材』が選択されてい

ること 

○ 回収泥水をスラリー化安定処理し、流動化処理土としてシ

ールド工インバート等に自ら利用（現場内利用）した場合

は『埋戻し材』が選択されていること 

2 建設副産物の「建設汚泥」の現場内利用 

 

《利用量（トン）の欄》  

以下の場合にはその現場内利用量が入力されていること。 

○ 回収泥水に添加剤を加えシールド工等の裏込材として自

ら利用（現場内利用）した量 

○ 回収泥水をスラリー化安定処理し、流動化処理土としてシ

ールド工インバート等に自ら利用（現場内利用）した量 

3 建設副産物の「建設汚泥」の現場内利用 

 

《改良分（トン）の欄》  

改良分の欄は、利用量と同じ量が入力されていること。 

4 建設副産物の「建設汚泥」の現場内利用 

 

《減量法の欄》  

以下の場合は便宜的に全て『その他』が入力されていること。 

○ 分別量 （水切り、仮置き等により泥状を呈さず建設発生

土となったもの） 

○ 分級量 （分級土搬出量） 

○ 処理工程による脱水量 （脱水した水の量） 

○ 処理工程により泥状を呈しなくなった量 

5 建設副産物の「建設汚泥」の現場内利用 

 

《減量化量（トン）の欄》  

以下の合計が入力されていること。 

○ 分別量 （水切り、仮置き等により泥状を呈さず建設発生

土となったもの） 

○ 分級量 （分級土搬出量） 

○ 処理工程による脱水量 （脱水した水の量） 

○ 処理工程により泥状を呈しなくなった量 
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 6 建設副産物の「建設発生木材」の現場外

搬出 

《搬出先の種類の欄》  

熱回収（サーマルリサイクル）施設の場合は「６．サーマル」を入

力、チップ化施設、選別施設の場合は、「５．中間合外」を入力

すること。 

7 建設副産物の「建設汚泥」の現場外搬出 

 

《搬出先の種類欄》  

１． 海面処分場の覆土材利用（個別指定による工事間利用）

は全て「２.他工事」が入力されていること 

２． 再資源化施設（中間処理施設)に搬出した場合は全て「５.

中間合外」が入力されていること 

３． いかなる場合も、「２.他工事」、「５.中間合外」以外が入力

されていてはならない 

４． 一体の施工システム内での処理工程により建設発生土と

なった場合は、この画面に入力されていてはならない。必

ず、建設発生土の画面で入力されていること 

8 建設副産物の「建設汚泥」の現場外搬出 

 

《現場外搬出量（トン）の欄》  

実際に現場外へ搬出した量のみ入力されていること。 

注） 泥水か泥土状の建設泥土として現場外へ搬出するものだ

けを入力すること。減量化量（分別量、分級量、処理工程に

よる脱水量、処理工程により泥状を呈しなくなった建設発生

土の量）は絶対に加算してはならない。 

9 建設副産物の「建設汚泥」の現場外搬出 

 

《改良分（トン）の欄》  

改良分の欄は、「０」となっていること。 

10 建設副産物の「第一種建設発生土」～「第

四種建設発生土」、「浚渫土」の現場外搬

出 

※ 指定処分（Ａ）は、以下のいずれかが

選択されていることが基本となります。 

１． 売却 

２． 他工（陸） 

３． 他工（海） 

４． 改プラ（決） 

５． 改プラ（未） 

６． スト（決） 

《搬出先の種類の欄》  

１． 工事間利用、UCR 事業地の場合は、「２．他工（陸）」が入

力されていること。 

２． 東京都建設発生土再利用センター、青梅建設発生土再利

用事業所、中川プラント、民間の土質改良プラントは「４．改

プラ（決）」が入力されていること。 

３． 埠頭（株）の中防内側受入基地は「６．スト（決）」が入力さ

れていること。 

４． 埠頭（株）の新海面処分場、大井埠頭その１・その２間埋

立事業用建設発生土受入地は「３．他工（海）」が入力されて

いること。 

５． 指定処分（B）、（C）は「１４．受入（民）」が入力されているこ

と。 

※ ただし、宅地造成、土地改良等の土砂利用計画が明確で

ある場合は「２．他工（陸）」を選択すること。 
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２-２-１．工事データの確認手順 

受注者が COBRIS に登録した工事データを工事監督員が確認するときの流れは、以下の図のようにな

ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ２-４ 工事データの確認手順 

※１ 各画面イメージについては 9 ページ以降を参考にしてください。 

※２ 詳しい操作手順については COBRISの操作マニュアルをご覧ください。 

操作マニュアルについては、JACIC 建設副産物情報センターのホームページからダウンロードできます。 

URL http://www.recycle.jacic.or.jp/  

 

工事・文字検索条件設定     …図 2-9 

工事一覧（文字検索）      …図 2-10 

排出事業所・工事基礎情報     …図 2-11 

建設資材利用実施一覧      …図 2-12 

建設副産物搬出実施一覧     …図 2-13 

公共工事発注者情報          …図 2-8 

 

JACIC建設副産物情報センターホームページ    …図 2-5 

 

ログイン         …図 2-6 

 

ログイン履歴確認         …図 2-7 
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図２-５ 建設副産物情報センターホームページ 

※ 建設副産物情報センターホームページ 

URL http://www.recycle.jacic.or.jp/  

 

 

図２-６ ログイン画面 

［副産物システム IN］をクリックし、

COBRISへ接続します。 

「ユーザ ID」、「パスワード」を入力し、

［ログイン］をクリックします。 
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図２-７ ログイン履歴確認 

 

 

図２-８ 公共工事発注者情報 

工事情報検索の［文字］をクリックす

ると、「図２-９ 工事・文字検索条件

設定」が表示されます。 

今回のログインを含む過去 5回のログ

イン履歴が表示されます。 

［確認］をクリックすると、「図２-８ 

公共工事発注者情報」が表示されま

す。 
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図２-９ 工事・文字検索条件設定 

 

 

図２-１０ 工事一覧（文字検索） 

検索条件を設定し［確定］をクリック

すると、検索を開始します。 

「図２-１０ 工事一覧（文字検索）」

が表示されます。 

［事業所工事情報］欄の［表示］をク

リックすると、工事の詳細な情報を確

認できる「図２-１１ 排出事業所・

工事基礎情報」が表示されます。 
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図２-１１ 排出事業所・工事基礎情報 

 

 

図２-１２ 建設資材利用実施一覧 

 

建設副産物実態調査に関する情報の

確認は、本画面及び「図２-１２」、「図

２-１３」で表示される画面で確認を

行います。 

各品目のボタンをクリックすると、ク

リックした品目のボタンの色が反転

し、品目画面が表示されます。 

入力のある品目毎に確認を行います。 
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図２-１３ 建設副産物搬出実施一覧 

 

各品目のボタンをクリックすると、ク

リックした品目のボタンの色が反転

し、品目画面が表示されます。 

入力のある品目毎に確認を行います。 
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２-２-２．工事データの確認要点 

受注者が COBRIS に登録した工事データを工事監督員が確認するときの要点は以下の図のようになり

ます。 

 

 

図２-１４ 現場内利用の確認要点（建設汚泥） 

【 ① 】 

・ 回収泥水に添加剤を加えシールド工等の裏込材として自ら利用（現場内利用）した場合は、『裏込

材』が選択されていること。 

・ 回収泥水をスラリー化安定処理し、流動化処理土としてシールド工インバート等に自ら利用（現

場内利用）した場合は『埋戻し材』が選択されていること。 

 ※ 現場内利用の事例が少ないので、本当に該当するか確認すること。 

【 ② 】 

・ 利用量は以下の場合にはその現場内利用が入力されていること。 

■ 回収泥水に添加剤を加えシールド工等の裏込材として自ら利用（現場内利用）した量。 

■ 回収泥水をスラリー化安定処理し、流動化処理土としてシールド工インバート等に自ら利用

（現場内利用）した量。 

【 ③ 】 

・ 改良分は、利用量と同じ量が入力されていること。 

① ② ③ 
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図２-１５ 減量化の確認要点（建設汚泥） 

【 ① 】 

・ 減量法は以下の場合は便宜的に全て『その他』が入力されていること。 

■ 分別量 （水切り、仮置き等により泥状を呈さず建設発生土となったもの） 。 

■ 分級量 （分級土搬出量） 

■ 処理工程による脱水量 （脱水した水の量） 

■ 処理工程により泥状を呈しなくなった量 

【 ② 】 

・ 減量化量（トン）は以下の合計が入力されていること。 

■ 分別量 （水切り、仮置き等により泥状を呈さず建設発生土となったもの） 。 

■ 分級量 （分級土搬出量） 

■ 処理工程による脱水量 （脱水した水の量） 

■ 処理工程により泥状を呈しなくなった量 

 

① ② 
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図２-１６ 現場外搬出量の確認要点（建設発生木材） 

 

【 ① 】 

・ 熱回収（サーマルリサイクル）施設の場合は「６．サーマル」を入力、チップ化施設、選別施設

の場合は、「５．中間合外」を入力すること。 

 

① 
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図２-１７ 現場外搬出量の確認要点（建設汚泥） 

【 ① 】 

・ 搬出先の種類について。 

■ 海面処分場の覆土材利用（個別指定による工事間利用）は全て『２．他工事』が入力されて

いること 。 

■ 再生資源化施設（中間処理施設）に搬出した場合は全て『 ５．中間合外』が入力されている

こと。 

■ いかなる場合も、 『２．他工事』 、『 ５．中間合外』 以外が入力されていてはならない。 

■ 一体の施工システム内での処理工程により建設発生土となった場合は、この画面に入力され

ていてはならない。必ず、建設発生土の画面で入力されていること。 

【 ② 】 

・ 現場外搬出量は実際に現場外へ搬出した量のみ入力されていること。 

  （注） 泥水か泥土状の建設泥土として現場外へ搬出するものだけを入力すること、減量 

            化量 （分別量、分級量、処理工程による脱水量、処理工程により泥状を呈しなく 

            なった建設発生土の量）は絶対に加算してはならない。 

【 ③ 】 

・ 改良分は『 0 』となっていること。 

 

① ② ③ 
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図２-１８ 現場外搬出量の確認要点（建設発生土） 

【 ① 】 

・ 搬出先の種類について。 

■ 工事間利用、UCR事業地の場合は、『２.他工（陸）』が入力されていること。 

■ 建設発生土再利用センター、青梅建設発生土再利用事業所、中川プラント、民間の土質改良

プラントは、『４.改ﾌﾟﾗ(決)』が入力されていること。 

■ 埠頭（株）の中防内側受入基地は『６.スト（決）』が入力されていること。 

■ 埠頭（株）の新海面処分場、大井埠頭その１・その２間埋立事業用建設発生土受入地は『 ３.

他工（海） 』が入力されていること。 

■ 指定処分（B）・（C）は『１４．受入（民）』が入力されていること。 

※ ただし、宅地造成、土地改良等の土砂利用計画が明確である場合は、 『２.他工（陸）』

を選択すること。 

 

※ 指定処分（A）は、『１～６』が入力されていることが基本となります。 

『1．売却』、『2．他工（陸）』、『3．他工（海）』、『4．改プラ（決）』、 

『5．改プラ（未）』、『6．スト（決）』 

 

① 
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２-３．チェックリストによる確認の要点 

チェックリストによる確認の要点は以下となります。 

なお、その他の注意事項に関しては【別掲資料】を参考にしてください。 

 

① COBRISに接続し、チェックリストを作成し確認する。 

② チェックリスト作成時に、「検索対象にエラーがありません」と出たときは、「確認済みマーク」

を実行する。 

③ チェックリストが作成された場合はリストを確認し、受注者に工事情報の確認及び修正を指示す

る。リストの確認方法については以下からダウンロードできる「チェックリスト解説書（ＣＯＢ

ＲＩＳ発注者用）」を参考のこと。 

 
【チェックリスト解説書（ＣＯＢＲＩＳ発注者用）のダウンロード】 

   http://www.recycle.jacic.or.jp/ 
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２-３-１．チェックリストによる確認方法 

受注者が COBRIS に登録した工事情報を工事監督員がチェックリストを作成して内容を確認するとき

の流れは以下の図のようになります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ２-１９ チェックリストによる確認手順 

※１ 各画面イメージについてはパワーポイント資料（COBRISにおける調査データの確認手順と各種機能について）を参考にしてくだ

さい。 

※２ 詳しい操作手順については COBRISの操作マニュアルをご覧ください。 

操作マニュアルについては、JACIC 建設副産物情報センターのホームページからダウンロードできます。 

URL http://www.recycle.jacic.or.jp/  

 

（エラーなし） 

 

[確認済みマーク]ボタ

ンの押下  

（エラーあり） 

 

工事・文字検索条件設定 

工事一覧（文字検索）      …図 2-20 

公共工事発注者情報 

 

JACIC建設副産物情報センターホームページ 

 

ログイン 

 

ログイン履歴確認 

 

排出事業者が COBRIS入力画面で修正・登録 

工事監督員から排出事業者に修正指示 

エラーの内容確認      …図 2-22 

チェックリストの内容確認     …図 2-21 
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図２-２０ 工事一覧（文字検索） 

 

図２-２１ チェックリストの内容確認 

［チェックリストの確認状態］欄の

［未確認（または、チェック済、依頼

中、確認待ち、確認済み）］をクリッ

クすると、チェックリストがダウンロ

ードできる「図２-２１ チェックリ

ストの内容確認」が表示されます。 

チェックリストをダウンロードしま

す。 

ダウンロードしたファイルは圧縮さ

れていますので、解凍後、チェックリ

ストの内容を確認します。 

また、「検索対象にエラーがありませ

ん」と表示されたときは、本画面下の

［確認済みマーク］をクリックし、受

注者に登録内容に問題がなかったこ

とを連絡します。 
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図２-２２ チェックリスト（PDF 形式） 

 

チェックリストの解説は JACIC より提

供されている「チェックリスト解説書

（COBRIS 発注者用）」を参考にしてく

ださい。 
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【別掲資料】 
 

工事データの確認時における注意事項 

 
(1) 受注者から「工事登録証明書」及び「再生資源利用[促進]計画書（実施書）」が提出されているか、

必ず確認してください。 

 

受注者が COBRISを利用した場合は、CREDAS入力システムを利用した場合と比べて提出書類に以

下の違いがあります。 

① 「工事登録証明書」を印刷することができます。 

② 「再生資源利用[促進]計画書（実施書）」の右上に『 建設副産物情報交換システム 工事 ID：

XXXXXX 』が明記されています。 

 

(2) 建設廃棄物の現場外搬出時の『搬出先の種類』に【10．他】が選択されている場合は、必要に応

じて選択し直してください。 

 
※ 『搬出先の種類』が【10．他】の場合は、リサイクル率に計上されません。 リサイクル率に

計上される他の選択肢があてはまる場合がありますので、搬出先は必ず確認してください。 

 

(3) 建設発生土の「第一種建設発生土」～「第四種建設発生土」、「浚渫土」の現場外搬出時は、以下

のフローに基づいた『搬出先の種類』が正しく選択されているか、必ず確認してください。 

※ 詳細は p.7をご参照ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) 工事データの記載内容の確認は、必ず COBRISのチェックリストで確認してください。 

 
※ 工事データの記載漏れは COBRIS を使用していれば問題ありませんが、記載内容の入力ミス等

はチェックリストを出力しないと確認することはできません。 

 

『 指定処分(A) 』 

の建設発生土？ 

はい 

いいえ 

『 指定処分(B) 』 

の建設発生土？ 

いいえ 

『 指定処分(C) 』 

の建設発生土？ 

はい 

はい 

はい 宅地造成、土地改
良等の土砂利用計
画は明確ですか？ 

いいえ 

『 搬出先の種類 』は 

【 1～6 】を選択。 

※基本的には【1～6】ですが、

【7～13】の場合もあります。 

『 搬出先の種類 』は 

【 2 】を選択。 

『 搬出先の種類 』は 

【 14 】を選択。 

図 2-6 『搬出先の種類』の選択基準フロー 
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